
日本高血圧学会【「高血圧」の10のファクト- 国民の皆様へ -】使用規定 
 

 
 高血圧について，必ずしも正しい情報だけが世の中にあるわけではありません。 

日本高血圧学会 高血圧管理・治療ガイドライン作成委員会では，このような状況を改善する  

ために，ガイドラインの内容に基づく正しい知識（ファクト）を取りまとめました。 

またこれらのファクトから，上の血圧が130 mmHg未満，下の血圧が80 mmHg未満を 

降圧目標としました。 

 

 

1. 【「高血圧」の10のファクト- 国民の皆様へ -】内容使用について 

   ・ 【「高血圧」の10のファクト- 国民の皆様へ -】 の内容は文章全体でも一部だけでも転載使用

することができます、但し内容を改変する事はできません。 

・ 転載使用料は原則無料とします。 

 

2. 使用申請について 

・ 転載を希望する場合は指定の使用申請フォームに記入の上、転載先の掲載記事の  

原稿（校正刷りなど）とともにアップロードしてください。 

・申請は 3週間前までとします。 

・使用の可否について問題がある場合は申請者に連絡します。 

・製作物にかかわる事故や補償問題などが生じた場合はすべて使用者の責任とします。 

3. 著作権について 

・転載先には『「高血圧」の10のファクト- 国民の皆様へ –』 の文章等を転載した場合（全体、一部を

問わず）には必ず  ©2025 日本高血圧学会 と入れること。 

 

4．その他 

・この使用規定はあらたな使用方法などに対応するため、変更する場合がありま

す。 

 

5. 申請に関するお問い合わせ 

お問合せは、下記あてメールにてお願いいたします。  

permission@jpnsh.jp /  特定非営利活動法人 日本高血圧学会事務局  
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